
 

 
都市計画法第１７条に基づく都市計画（案）の縦覧結果（東京都） 

 

１ 対象となる都市計画の種類 

東京都市計画都市高速鉄道東武鉄道東上本線 

 

２ 公告日 

  平成３０年１２月１４日（金） 

 

３ 縦覧期間 

  平成３０年１２月１４日（金）から平成３０年１２月２８日（金）まで（２週間） 

 

４ 意見書の提出期間 

  平成３０年１２月１４日（金）から平成３０年１２月２８日（金）まで（２週間） 

 

５ 意見書数（提出数） 

  提出者 ３３４名 通数３３４通 

 

６ 根拠条文 

  都市計画法第１７条(都市計画の案の縦覧等) 

第 1項 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土 

交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市

計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公

衆の縦覧に供しなければならない。 

第 2項 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同

項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の

作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村

に、意見書を提出することができる。 
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